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鉄
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・
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営
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１
０
４
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解
雇
撤
回
！
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2026年１月１７日

東
京
高
裁
宛
て

行
政
訴
訟
署
名 

５
０
５
２
筆
（
26
年
１
月
17
日
）

２・８国鉄集会に大結集を
ベ ネ ズ エ ラ
侵略戦争弾劾 中国侵略戦争に突き進むトランプ・高市倒そう

　
国
鉄
分
割
・
民
営
化
阻
止
の
ス
ト
ラ
イ

キ
か
ら
40
年
、
不
当
解
雇
か
ら
39
年
。
私

た
ち
は
今
、
日
本
の
労
働
運
動
の
歴
史
を

画
す
る
重
大
な
節
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

分
割
・
民
営
化
阻
止
の
実
力
ス
ト
ラ
イ
キ

を
闘
っ
た
動
労
千
葉
の
不
屈
の
精
神
を
今

こ
そ
甦
ら
せ
、
東
京
高
裁
で
証
人
採
用
を

勝
ち
取
り
、
国
家
的
不
当
労
働
行
為
の
真

実
を
暴
き
出
す
時
で
す
！

40
年
前
の
ス
ト
が
示
し
た
原
則

　
１
９
８
５
年
11
月
28
日
、
そ
し
て
翌
86

年
２
月
15
日
、
国
家
権
力
の
総
力
を
挙
げ

た
戦
後
最
大
の
労
働
運
動
解
体
攻
撃
に
対

し
、
全
国
で
唯
一
、
実
力
ス
ト
ラ
イ
キ
に

決
起
し
た
の
が
動
労
千
葉
で
し
た
。

　「
地
面
に
頭
を
す
り
つ
け
て
も
３
人
に

１
人
は
ク
ビ
に
さ
れ
る
。
な
ら
ば
誇
り
高

く
闘
お
う
」「
団
結
さ
え
崩
さ
れ
な
け
れ

ば
展
望
は
必
ず
生
ま
れ
る
」
―
―
職
場
を

包
囲
す
る
１
万
人
の
機
動
隊
を
前
に
、
真

剣
な
討
論
の
末
に
打
ち
抜
か
れ
た
こ
の
ス

ト
ラ
イ
キ
は
、
40
人
の
解
雇
と
い
う
大
弾

圧
を
招
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
動
労
千
葉
は
団
結
を
守
り
抜
き

ま
し
た
。「
闘
え
ば
分
裂
す
る
」
と
い
う

戦
後
労
働
運
動
の
限
界
を
突
破
し
た
こ
の

闘
い
こ
そ
が
、今
の
私
た
ち
の
原
点
で
す
。

　
こ
の
不
屈
の
闘
い
は
、
外
注
化
阻
止
闘

争
や
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争
へ

と
し
て
引
き
継
が
れ
、
現
在
、
東
京
高
裁

で
最
大
の
山
場
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　
２
０
１
５
年
の
最
高
裁
判
決
で
「
不
採

用
基
準
の
策
定
そ
の
も
の
が
不
当
労
働
行

為
」
で
あ
る
こ
と
は
確
定
し
ま
し
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
と
Ｊ
Ｒ
は
「
Ｊ
Ｒ
に

責
任
は
な
い
」
と
い
う
破
綻
し
た
嘘
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
嘘
を
打
ち
破
る
鍵
は
、
隠
さ
れ
た

真
実
を
知
る
核
心
人
物
を
法
廷
に
引
き
ず

り
出
す
こ
と
で
す
。
不
当
な
選
別
基
準
を

策
定
し
た
井
手
正
敬
（
Ｊ
Ｒ
西
元
会
長
）、

そ
し
て
現
場
で
実
行
し
た
下
手
人
で
あ
る

深
澤
祐
二
（
Ｊ
Ｒ
東
会
長
）。
こ
の
両
名

を
証
人
と
し
て
採
用
さ
せ
、
国
家
的
不
当

労
働
行
為
の
全
貌
を
暴
く
闘
い
は
、
今
ま

さ
に
正
念
場
で
す
！

　
労
働
運
動
を
甦
ら
せ
よ
う
！

　
現
在
、
高
市
政
権
は
「
台
湾
有
事
は
存

立
危
機
事
態
」
と
煽
り
、
ト
ラ
ン
プ
政
権

と
一
体
と
な
っ
て
中
国
侵
略
戦
争
へ
と
突

き
進
ん
で
い
ま
す
。「
国
力
と
し
て
の
国

防
」
を
掲
げ
た
大
軍
拡
の
陰
で
、
雇
用
・

賃
金
、
医
療
、
年
金
、
公
共
交
通
な
ど
、

社
会
の
す
べ
て
が
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て

い
ま
す
。

　
新
自
由
主
義
の
果
て
に
戦
争
へ
行
き
着

い
た
こ
の
社
会
を
、
労
働
者
の
力
で
作
り

直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
戦
争
と
社

会
保
障
解
体
に
突
き
進
む
政
権
を
打
倒

し
、
今
こ
そ
労
働
運
動
を
甦
ら
せ
よ
う
。

　
40
年
前
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
証
明
し
た
の

は
、
労
働
者
が
正
し
く
団
結
す
れ
ば
、
巨

大
な
国
家
権
力
を
も
圧
倒
で
き
る
と
い
う

希
望
で
し
た
。
こ
の
「
現
場
の
力
」
を
い

ま
再
び
甦
ら
せ
よ
う
。
１
０
４
７
名
の
解

雇
撤
回
、
Ｊ
Ｒ
復
帰
、
そ
し
て
戦
争
阻
止

へ
２
月
８
日
の
国
鉄
集
会
へ
の
大
結
集
を

呼
び
か
け
ま
す
。

　
１
月
23
日
、
東
京
高
裁
に
お
い
て

国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
裁
判
の

控
訴
審
第
２
回
が
開
か
れ
ま
す
。
今

回
の
裁
判
は
、
井
手
正
敬
（
Ｊ
Ｒ
西

元
会
長
）、深
澤
祐
二（
Ｊ
Ｒ
東
会
長
）

の
証
人
尋
問
を
実
現
し
、
不
当
解
雇

の
真
実
を
明
ら
か
に
で
き
る
か
ど
う

か
の
重
要
な
決
戦
で
す
。

　
裁
判
闘
争
と
東
京
高
裁
包
囲
デ
モ

に
大
結
集
し
、
何
と
し
て
も
井
手
・

深
澤
の
両
名
を
法
廷
に
引
き
ず
り
出

そ
う
。

　
私
た
ち
は
、
国
鉄
分
割
・
民
営
化

反
対
、
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
を
貫

い
て
闘
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
闘
い

の
中
で
、
つ
い
に
「
解
雇
の
選
別
基

準
そ
の
も
の
が
不
当
労
働
行
為
で
あ

る
」
と
い
う
事
実
を
最
高
裁
で
確
定

さ
せ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
Ｊ
Ｒ
は
、「
Ｊ
Ｒ
は
一

切
選
別
し
て
い
な
い
」「
仮
に
差
別

が
あ
っ
て
も
、
関
わ
っ
て
い
な
い
Ｊ

Ｒ
に
責
任
は
な
い
」
と
主
張
し
続
け

て
き
ま
し
た
。し
か
し
、こ
れ
は
真
っ

赤
な
ウ
ソ
だ
っ
た
の
で
す
。

　
動
労
千
葉
の
組
合
員
は
解
雇
直
前

ま
で
採
用
名
簿
に
載
っ
て
い
ま
し
た

が
、
直
前
に
な
っ
て
急
遽
作
ら
れ
た

「
不
採
用
基
準
」
に
よ
っ
て
排
除
・

解
雇
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
闘
い

の
中
で
こ
の
事
実
を
暴
き
出
し
、
さ

ら
に
、
こ
の
不
当
な
基
準
の
策
定
を

指
示
・
決
定
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ

Ｊ
Ｒ
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
突
き
止

め
ま
し
た
。

　
Ｊ
Ｒ
が
30
年
以
上
に
わ
た
っ
て
繰

り
返
し
て
き
た
主
張
は
、
す
べ
て
が

「
偽
証
」
で
あ
り
「
大
嘘
」
だ
っ
た

の
で
す
。
こ
の
真
実
を
直
接
知
る
井

手
・
深
澤
の
２
人
を
法
廷
に
呼
び
、

証
言
さ
せ
る
以
外
に
道
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
昨
年
９
月
19
日
の
第
１
回
控
訴
審

で
、
東
京
高
裁
は
当
初
か
ら
警
備
法

廷
を
指
定
し
、
露
骨
な
「
１
回
結
審

（
即
打
ち
切
り
）」
を
狙
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た

署
名
と
２
４
０
人
の
大
結
集
に
よ
る

抗
議
が
、
こ
の
不
当
な
策
動
を
粉
砕

し
ま
し
た
。
警
備
法
廷
指
定
を
撤
回

さ
せ
、
大
法
廷
で
の
開
催
を
か
ち

と
っ
た
の
は
、
組
合
員
を
は
じ
め
と

す
る
仲
間
の
団
結
し
た
力
で
す
。

　
今
、全
国
の
仲
間
が
「
解
雇
撤
回
・

Ｊ
Ｒ
復
帰
」
を
掲
げ
、
街
頭
・
地
域
・

職
場
で
署
名
行
動
を
強
化
し
て
い
ま

す
【
写
真
／
東
京
・
中
野
（
昨
年
12

月
６
日
）、
神
奈
川
（
12
月
21
日
）、

裏
面
に
東
京
・
亀
戸
（
12
月
24
日
）】。

こ
の
署
名
こ
そ
が
、
裁
判
所
を
動
か

す
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

　
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争

は
、
今
ま
さ
に
正
念
場
を
迎
え
て
い

ま
す
。
真
実
を
闇
に
葬
ら
せ
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
井
手
・
深
澤
に

真
実
を
語
ら
せ
、
解
雇
撤
回
を
か
ち

と
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
絶
大
な
る
総

決
起
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
第
２
回
裁
判

　
　
１
月
23
日
（
金
）
15
時
30
分
～
　
東
京
高
裁
１
０
１
号
法
廷

　
　
※
東
京
高
裁
包
囲
デ
モ
　
集
合
14
時
　
日
比
谷
公
園
霞
門

　
新
年
の
闘
い
へ
決
意

　
動
労
千
葉
が
旗
開
き

　
動
労
千
葉
は
１
月
10
日
、
Ｄ
Ｃ
会

館
で
「
26
年
新
年
団
結
旗
開
き
」
を

開
催
し
た
。
組
合
員
や
Ｏ
Ｂ
、
家
族

会
、共
闘
な
ど
１
３
０
人
が
結
集
し
、

新
年
の
闘
い
へ
決
意
を
固
め
た
。

　
冒
頭
、
関
委
員
長
は
緊
迫
す
る
世

界
戦
争
情
勢
に
対
し
、
動
労
千
葉
が

闘
う
決
意
を
表
明
。
三
里
塚
反
対
同

盟
・
萩
原
富
夫
さ
ん
は
、
闘
争
60
周

年
の
歴
史
と
３
・
29
現
地
集
会
へ
の

結
集
を
訴
え
た
。
鏡
開
き
と
乾
杯
の

後
、
顧
問
弁
護
団
や
地
域
団
体
な
ど

各
界
か
ら
連
帯
あ
い
さ
つ
。

　
後
半
は
、
ビ
ン
ゴ
大
会
の
盛
り
上

が
り
の
後
、各
支
部
か
ら
決
意
表
明
。

１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
の
決
意
、
幕

張
支
部
に
よ
る
検
修
外
注
化
阻
止
、

千
葉
機
関
区
支
部
の
派
出
化
粉
砕
、

Ｃ
Ｔ
Ｓ
組
合
員
が
26
春
闘
勝
利
の
決

意
を
力
強
く
語
っ
た
。

　
最
後
は
全
員
で
組
合
歌
を
合
唱
。

関
委
員
長
の
「
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
」

三
唱
で
２
０
２
６
年
の
幕
開
け
を

飾
っ
た
。

い
ま
こ
そ
国
鉄
改
革

の
真
実
を
明
ら
か
に 

井
手
・
深
澤
を
証
人
と
し
て
法
廷
へ

〝
解
雇
撤
回
の
判
決
を
〟
各
地
で
署
名
行
動
を
展
開

国鉄分割・民営化で不当解雇から３９年

不
当
解
雇
か
ら
39
年 

２
・
８
国
鉄
集
会

　
　
　
　
日
　
　
時
　
２
月
８
日
（
日
）
２
時
～
（
開
場
１
時
15
分
）　

　
　
　
　
場
　
　
所
　
江
戸
川
区
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
小
ホ
ー
ル

　
　
　
　
呼
び
か
け
　
国
鉄
闘
争
全
国
運
動
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あ
ら
た
め
て
問
う

国
鉄
闘
争
の
意
義  

１
０
４
７
名
闘
争
・
控
訴
審
の
争
点

　
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
、
業
務
融
合
化
を

進
め
、
今
度
は
組
織
、
人
事
・
賃
金

制
度
の
抜
本
的
な
改
悪
（
４
月
１
日

実
施
の
予
定
）
に
突
き
進
も
う
と
し

て
い
る
。
だ
が
会
社
の
施
策
は
矛
盾

に
満
ち
て
い
る
。
す
で
に
01
年
以
来

の
外
注
化
施
策
に
つ
い
て
、
会
社
自

身
が
破
た
ん
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
い
る
。

　
雑
誌
に〝
詐
欺
雇
用
〟

　
雑
誌『
選
択
』26
年
１
月
号
の『
Ｊ

Ｒ
東
日
本
が
画
策
す
る
詐
欺
雇
用
』

と
い
う
記
事
で
、
Ｊ
Ｒ
東
の
経
営
幹

部
会
議
で
の
議
論
が
暴
露
さ
れ
た
。

　
渡
利
副
社
長
は
、
外
注
化
施
策
に

つ
い
て
「
設
備
管
理
（
Ｊ
Ｒ
）
の
人

が
現
場
の
仕
事
を
わ
か
ら
な
い
状
況

に
な
っ
て
い
る
」
と
そ
の
実
態
を

語
っ
て
い
る
。
喜
㔟
社
長
自
身
も
、

「
こ
の
ス
キ
ー
ム
は
破
た
ん
し
て
い

る
」
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
会
社
は
、
鉄
道
業
務
を

次
々
に
外
注
化
し
、
安
全
や
労
働
者

の
権
利
を
破
壊
し
て
コ
ス
ト
削
減
を

強
行
し
て
き
た
。
し
か
し
、
技
術
継

承
は
崩
壊
し
、
鉄
道
を
動
か
す
た
め

の
要
員
確
保
さ
え
困
難
に
な
っ
て
い

る
の
だ
。

　
会
社
は
追
い
詰
め
ら
れ
な
が
ら
、

４
月
１
日
か
ら
機
能
保
全
の
全
面
外

注
化
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

技
管
以
外
の
検
修
業
務
は
す
べ
て
丸

投
げ
外
注
化
と
い
う
こ
と
だ
。

　
会
社
は
「
鉄
道
あ
り
き
で
考
え
る

な
」
と
言
っ
て
鉄
道
業
務
を
徹
底
的

に
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
。
し
か

し
、
ど
ん
な
に
会
社
が
軽
ん
じ
よ
う

と
、
鉄
道
を
動
か
し
、
安
全
を
守
っ

て
い
る
の
は
現
場
の
労
働
者
だ
。

　
重
大
事
故
も
続
発
し
、
会
社
は
施

策
の
矛
盾
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

る
。
改
め
て
す
べ
て
の
外
注
化
を
撤

回
さ
せ
、
業
務
融
合
化
や
組
織
、
人

事
・
賃
金
制
度
の
抜
本
的
な
改
悪
を

打
ち
破
る
と
き
だ
。

　
百
㌔
で
倒
木
と
衝
突

　
昨
年
10
月
31
日
、
外
房
線
・
勝
浦

～
御
宿
間
に
お
い
て
列
車
が
倒
木
と

衝
突
し
た
。
こ
の
事
故
に
つ
い
て
、

動
労
千
葉
は
Ｊ
Ｒ
千
葉
支
社
と
の
団

体
交
渉
を
12
月
11
日
に
行
っ
た
。

　
事
故
は
、
運
転
士
の
生
命
に
関
わ

る
重
大
な
も
の
だ
っ
た
。
約
１
０
０

㌔
で
走
行
中
に
倒
木
と
衝
突
し
、
そ

　
一
審
判
決
の
正
体

　
２
０
２
４
年
11
月
13
日
、
東
京
地

裁
（
須
賀
康
太
郎
裁
判
長
）
は
、
動

労
千
葉
・
動
労
総
連
合
の
訴
え
を
棄

却
・
却
下
す
る
不
当
判
決
を
出
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
国
鉄
分
割
・
民
営
化

と
い
う
国
家
的
不
当
労
働
行
為
を
永

遠
に
隠い
ん
ぺ
い蔽

し
、
１
０
４
７
名
闘
争
の

終
結
を
狙
っ
た
極
め
て
政
治
的
な
も

の
だ
。

　
こ
の「
司
法
の
役
割
を
放
棄
し
た
」

判
決
は
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。
25

年
７
月
11
日
、
組
合
側
は
東
京
高
等

裁
判
所
に
「
控
訴
理
由
書
」
を
提
出

し
、
反
撃
を
開
始
し
た
。
以
下
、
控

訴
理
由
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
法
的

争
点
を
解
説
し
た
い
。

Ｊ
Ｒ
東
・
喜
勢
社
長

「
ス
キ
ー
ム
は
破
綻
」 

外
注
化
の
破
綻
は
明
白
だ

組
織
・
人
事
・
賃
金
制
度
の
改
悪
粉
砕
を

の
一
部
が
運
転
台
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ

ス
を
突
き
破
っ
て
い
る
。
運
転
士
ま

で
数
十
㌢
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態

だ
っ
た
。 

　
し
か
も
、
倒
木
が
突
き
刺
さ
っ
た

状
態
の
ま
ま
約
２
１
０
㍍
の
ト
ン
ネ

ル
を
通
過
。
一
歩
も
間
違
え
ば
命
が

失
わ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
深

刻
な
事
故
だ
っ
た
の
だ

　
会
社
は
団
交
で
、「
倒
れ
た
木
は

枯
れ
て
根
元
か
ら
折
れ
て
線
路
を
支

障
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」「
沿
線
の

樹
木
の
管
理
は
21
年
頃
か
ら
協
力
会

社
に
外
注
化
し
た
」「
倒
れ
た
木
は

調
査
し
た
22
年
に
は
枯
れ
て
お
ら

ず
、
伐
採
の
優
先
順
位
は
中
間
だ
っ

た
」「
22
年
以
降
、
調
査
は
行
っ
て

い
な
い
」
と
回
答
し
た
。

　
業
務
外
注
化
が
原
因
だ

　
最
大
の
原
因
は
、
保
線
を
含
め
た

設
備
関
係
の
全
面
外
注
化
で
あ
り
、

沿
線
樹
木
の
調
査
・
管
理
も
協
力
会

社
に
丸
投
げ
し
て
き
た
こ
と
に
あ

る
。

　
保
線
業
務
は
基
本
的
に
丸
投
げ
外

注
化
さ
れ
、
要
員
削
減
が
徹
底
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
間
、
倒
竹
な
ど
に
よ

る
側
灯
の
破
損
も
増
え
て
い
る
。
今

回
の
事
故
は
、
そ
う
し
た
現
状
が
あ

り
な
が
ら
、
安
全
を
切
り
捨
て
て
き

た
結
果
な
の
だ
。

　
Ｊ
Ｒ
は
一
切
の
外
注
化
を
中
止
し

て
、
す
べ
て
の
鉄
道
業
務
を
直
営
化

す
べ
き
だ
。
し
か
し
、
上
述
の
と
お

り
来
年
度
に
は
組
織
、
人
事
・
賃
金

制
度
の
抜
本
的
な
改
悪
や
、
機
能
保

全
ま
で
含
め
た
検
修
業
務
の
全
面
外

注
化
に
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
現
場
の
労

働
者
の
命
も
、
鉄
道
の
安
全
も
守
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
職
場
か
ら
外
注
化
撤
回
、
組
織
、

人
事
・
賃
金
制
度
改
悪
反
対
の
声
を

あ
げ
よ
う
。

　
一
審
判
決
を
出
し
た
須
賀
裁
判
長

は
、経
産
省
や
最
高
裁
行
政
調
査
官
、

訟
務
検
事
と
い
っ
た
「
行
政
畑
」
を

歴
任
し
て
き
た
人
物
だ
。
行
政
権
か

ら
の
独
立
が
お
よ
そ
期
待
で
き
な
い

経
歴
通
り
、
そ
の
訴
訟
指
揮
は
極
め

て
不
公
正
だ
っ
た
。

【
証
人
尋
問
の
拒
否
】
不
採
用
基
準

策
定
の
中
心
人
物
で
あ
る
井
手
正

敬
・
Ｊ
Ｒ
西
日
本
元
社
長
や
、
組
合

員
を
排
除
し
続
け
て
き
た
Ｊ
Ｒ
東
日

本
の
深
澤
社
長
代
表
取
締
役
の
尋
問

請
求
を
、
裁
判
所
は
無
視
し
て
判
決

を
急
い
だ
。

【
事
実
認
定
の
放
棄
】
認
定
し
た
事

実
に
法
を
適
用
す
る
と
い
う
裁
判
の

原
則
す
ら
無
視
し
、
事
実
そ
の
も
の

か
ら
逃
げ
る
姿
勢
に
終
始
し
た
。

【
設
立
委
員
の
責
任
】
設
立
委
員
会

が
こ
の
不
当
な
基
準
を
決
定
し
、
組

合
員
の
氏
名
を
名
簿
か
ら
削
除
し
た

こ
と
自
体
が
、
設
立
委
員
に
よ
る
直

接
の
不
当
労
働
行
為
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
一
審
判
決
は
、
こ
の
「
設
立
委
員

の
不
当
労
働
行
為
」
と
い
う
組
合
側

の
核
心
的
な
主
張
に
つ
い
て
、
事
実

認
定
か
ら
完
全
に
逃
げ
た
。
こ
れ
は

重
大
な
「
判
断
の
脱だ

つ
ろ
う漏

」
だ
。

　
1
Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
が
主
導
し
た「
不
当
労
働
行
為
」

　
裁
判
の
最
大
の
焦
点
の
一
つ
が
、

Ｊ
Ｒ
へ
の
採
用
・
不
採
用
を
決
め
る

権
限
を
持
っ
て
い
た「
設
立
委
員
会
」

そ
の
も
の
が
、
不
当
労
働
行
為
の
主

体
で
あ
っ
た
事
実
だ
。

　
2
Ｊ
Ｒ
へ
の
責
任
承
継
（
国
鉄
改
革
法
23
条
５
項
）

　
会
社
側
は
「
不
採
用
を
決
め
た
の

は
Ｊ
Ｒ
設
立
前
で
あ
り
、
現
在
の
Ｊ

Ｒ
に
は
責
任
が
な
い
」
と
強
弁
し
て

き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
律
の
明

白
な
規
定
を
無
視
し
た
主
張
だ
。

【
法
律
で
「
み
な
し
」
規
定
】
国
鉄

改
革
法
第
23
条
第
５
項
に
は
、「
設

立
委
員
が
し
た
行
為
は
、
承
継
法
人

（
Ｊ
Ｒ
）
が
し
た
行
為
と
す
る
」
と

ハ
ッ
キ
リ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
3
「
時
効
」の
壁
を
打
ち
破
る
「
継
続
す
る
行
為
」

　
一
審
判
決
は
、
１
９
８
７
年
の
不

採
用
か
ら
時
間
が
経
ち
す
ぎ
て
い
る

（
１
年
の
申
立
期
間
を
過
ぎ
て
い
る
）

と
し
て
、
訴
え
を
却
下
し
た
。
し
か

し
、
不
当
労
働
行
為
は
「
現
在
も
終

わ
っ
て
い
な
い
」
の
だ
。

な
ぜ
「
継
続
」
と
言
え
る
か

　
労
組
法
第
27
条
第
２
項
で
は
、
不

当
労
働
行
為
が
「
継
続
す
る
行
為
」

で
あ
る
場
合
、
そ
の
終
了
し
た
日
か

ら
１
年
以
内
で
あ
れ
ば
救
済
を
申
し

立
て
ら
れ
る
と
定
め
て
い
る
。

【
採
用
拒
否
の
継
続
】
Ｊ
Ｒ
東
日
本

は
設
立
以
来
、
組
合
員
を
不
採
用
と

し
た
状
態
を
継
続
0

0

し
、
組
合
が
求
め

て
い
る
採
用
義
務
を
履
行
し
て
い
な

い
。

【
他
の
追
加
採
用
と
の
差
別
】
Ｊ
Ｒ

東
日
本
は
分
割
・
民
営
化
後
、
元
国

鉄
職
員
を
１
０
０
０
人
規
模
で
追

加
採
用
し
た
ほ
か
、
現
在
も
毎
年

１
５
０
０
人
前
後
の
新
規
・
社
会
人

採
用
を
行
っ
て
い
る
。

　
い
つ
で
も
採
用
で
き
る
余
力
が
あ

る
の
に
、
組
合
員
の
採
用
だ
け
を
拒

否
し
続
け
て
い
る
の
は
、
同
一
の
不

当
労
働
行
為
意
思
に
基
づ
く
「
継
続

的
な
差
別
」
だ
。

【
真
実
の
隠
蔽
】
会
社
側
は
、
斎
藤

委
員
長
が
不
採
用
基
準
を
命
じ
た
と

　
こ
の
規
定
に
よ
り
設
立
委
員
が

行
っ
た
採
用
拒
否
と
い
う
行
為
は
、

法
律
上
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
が
直
接
行
っ

た
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。

【
責
任
の
承
継
】
し
た
が
っ
て
、
設

立
委
員
が
負
う
べ
き
不
当
労
働
行
為

の
責
任（
原
状
回
復
・
採
用
義
務
）は
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
帰
属
す
る
の
が
当
然

の
論
理
だ
。

　
過
去
に
は
、
中
央
労
働
委
員
会
も

こ
の
解
釈
を
認
め
て
い
た
。し
か
し
、

一
審
判
決
は
こ
の
条
項
の
解
釈
適
用

か
ら
も
逃
げ
、
Ｊ
Ｒ
の
採
用
義
務
を

否
定
し
た
。

い
う
真
実
を
長
年
隠
蔽
し
続
け
て
き

た
。
真
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
最
高

裁
決
定
（
２
０
１
５
年
）
以
降
も
採

用
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
は
、
新
た

な
拒
絶
行
為
の
継
続
だ
。

　
今
回
の
事
件
で
は
、
千
葉
県
労
働

委
員
会
お
よ
び
中
央
労
働
委
員
会
に

お
け
る
手
続
き
自
体
に
も
重
大
な
欠

陥
が
あ
っ
た
。

【
審
問
機
会
の
剥
奪
】
労
働
委
員
会

は
、証
人
尋
問
な
ど
を
行
う
「
審
問
」

を
開
か
ず
、
調
査
段
階
で
一
方
的
に

手
続
き
を
終
結
さ
せ
た
。

【
法
的
権
利
の
侵
害
】
井
手
ら
の
証

言
を
通
じ
て
真
実
を
明
ら
か
に
す
る

機
会
が
奪
わ
れ
た
こ
と
は
、
憲
法
上

の
「
適
正
手
続
き
」
に
違
反
す
る

瑕か
し疵（

法
律
上
の
欠
陥
が
あ
る
こ
と
）

だ
。
一
審
判
決
は
「
結
論
に
影
響
し

な
い
」
と
し
て
こ
の
違
反
を
容
認
し

た
が
、
こ
れ
は
手
続
き
保
障
と
い
う

司
法
の
根
本
を
否
定
す
る
判
断
だ
。

　
控
訴
審
の
勝
利
を

　
組
合
側
の
控
訴
理
由
書
で
は
、
最

近
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
24
年
７

月
３
日
）
を
引
用
し
、
重
大
な
人
権

侵
害
に
対
す
る
期
間
制
限
の
あ
り
方

を
問
い
直
し
て
い
る
。

　
労
働
基
本
権
と
い
う
憲
法
上
の
権

利
が
、
国
策
に
よ
っ
て
組
織
的
に
侵

害
さ
れ
た
本
件
に
お
い
て
、
会
社
側

が
「
期
間
経
過
」
を
理
由
に
責
任
を

免
れ
る
こ
と
は
、
正
義
に
反
し
決

し
て
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
裁
判
は
、

１
０
４
７
名
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
だ

け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
労
働
運
動

を
め
ぐ
る
最
前
線
だ
。

　
一
審
判
決
は
、
不
当
労
働
行
為

を
「
過
去
の
も
の
」
と
し
て
葬
ろ
う

と
し
た
が
事
実
は
消
せ
な
い
。
控
訴

審
で
一
審
の
誤
り
を
徹
底
的
に
弾
劾

し
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
採
用
義
務
を
履

行
さ
せ
る
ま
で
闘
い
抜
こ
う
。
不
当

判
決
を
覆
す
鍵
は
闘
い
に
あ
る
。
署

名
運
動
な
ど
を
さ
ら
に
展
開
し
、
控

訴
審
に
勝
利
し
よ
う
。

　
4
労
働
委
員
会
の
適
正
手
続
違
反
は
明
ら
か

Ｊ
Ｒ
不
採
用
を
め
ぐ
る「
控
訴
理
由
書
」の
ポ
イ
ン
ト

「
不
採
用
基
準
」
の
策
定

　
１
９
８
７
年
２
月
、
Ｊ
Ｒ
設

立
委
員
会
の
斎
藤
英
四
郎
委
員

長
は
、
国
鉄
の
葛
西
敬
之
や
井

手
か
ら
「
労
働
処
分
を
受
け
た

人
間
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
の

は
い
か
が
な
も
の
か
」
と
の
説

得
を
受
け
た
。
こ
れ
を
受
け
、

斎
藤
委
員
長
は
葛
西
ら
に
「
不

採
用
基
準
」の
策
定
を
指
示
し
、

設
立
委
員
会
で
正
式
に
決
定
し

た
の
だ
。

【
不
当
性
の
証
明
】
最
高
裁
判

決
（
２
０
１
５
年
）
は
、
す
で

に
こ
の
採
用
基
準
の
策
定
が

「
国
鉄
の
不
当
労
働
行
為
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。


